
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規エリアで事業を開始する場合は，自治区単位で最低 10世帯の参加が必要です。参加

される世帯の情報を取りまとめていただき，代表の方が電話，窓口来庁にてお申し込みく

ださい。 

※既に申込済の下記地区にお住いの方は，1世帯ごとに申し込みが可能です（令和 8年 5月

現在）。 

 

水海道天満町，水海道山田町，水海道淵頭町，水海道高野町，水海道諏訪町，

水海道森下町，中妻町（根新田，中部），川崎町，十花町，豊岡町（前河原，

芋内），坂手町（樋ノ口・米山・本郷），内守谷町きぬの里，内守谷町（本郷），

菅生（古谷） 

生ごみ堆肥化事業参加世帯募集 

現在，常総環境センターでは，ご家庭から出されるごみの減量化・資源化を目的として「生ご

み堆肥化事業」に取り組んでおります。 

 

生ごみ堆肥化事業では，戸建住宅又はアパートにお住まいのご家庭から出されている生ごみを

無料で戸別回収した後，生ごみ堆肥化施設で堆肥化し，資源化に取り組んでいます。 

実施の流れ 

申し込み後，常総環境センターから無料で生ごみ専用袋，回収容器，回収カレンダー，

生ごみの出し方の案内用紙が配布されます。 

↓ 

決められた回収曜日の朝 8時 30分までに，生ごみを入れた回収容器を戸建住宅にお住ま

いの方はご自宅前に，アパートにお住まいの方は集積所等に出していただきます。 

↓ 

ＮＰＯ法人エコクリーン常総の回収車が，生ごみを入れた回収容器中から生ごみの入っ

た袋だけを回収し，生ごみ堆肥化施設で堆肥化します。 

↓ 

できた堆肥は，生ごみ堆肥化事業参加世帯の希望者に配布されます。 

申し込み 

【お問い合わせ】常総市生活環境課クリーン推進係 【電話】0297-23-2111（内線 2830） 


